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冠省にて失礼いたします。
―ナ

    私 たち警察見張番は、情報公開制度などを通じて神奈川県警祭本部および神奈川県内の

警察署の不正 ・不当な行為を監視し、これを是正することを目的として設立された市民団

体です。

今般、下記の点につきご質問させていただきますので、ご回答の程、よろしくお願いい

たします。

1 平 成 22年 2月 5日 付け防災警察常任委員会調査会資料に関して

(1)「経理処理の実態解明に関する調査プ由ジェク トチームJに 任命された警察官の名   _

前及び所属 ・階級を明らかにして下さい。             十  一

(2)同 書 2(2)に 記載されているアンケー ト回答用紙の写しを下さい。

(3)業 者調査を行つた225業 者のうち、不適正経理が行われていたことが判明した業

者名 と住所を明らかにして下さい。

(4)不 適正経理が行われていたことが判明した業者からの調査報告書の写しを下さい。    ,

_    (5)こ れまでに、図書券等の金券類を81所 属、34,429千 円相当受領し、備品購

入、事務消耗品などに充てられていたことが確認された、とありますが、全額備品購

入、事務消耗品などに充てられていたということなのでしようか。

平成 18年 度に県警本部で受け取つた図書券等の金券類の金額を明らかにして下さ

い。また、その金券類を用いて備品や事務消耗品などを購入したとしたら、その
理

書全ての写しを下さい。

2 平 成 22年 2月 26日 付け神奈川県職員等不祥事防止対策協議会不適正経理調査部会

作成 「不適正経理に関する調査結果報告書」に関して

(1)同 書 (3)で 、不適正経理調査部会の調査の対象となった 「県警調査担当者」「県

警職員」の名前及び所属 1階級を明らかにして下さい。また 「県警と取引のある業者」

の業者名と住所を明らかにして下さい。

(2)調 ‐査の対象となつた県警調査担当者及び県警職員が、調査された結果をまとめて (県

‐ユ"



警内部向けの)報 告書にしたことはありますか。あれ潤

(3)不 適正経理調査部会の求めに応 じて提出した書類に潤

て下さい。

(4)平 成 18年 度に県警本部で 「預け金」として支出した

類の写 しを下さい。

5 今 回発覚した不適正経理が行われるようになった原因 ・

今後このようなことが行われないようにするための対策を

ですか。

以上の質問に対するご回答を、平成 22年 3月 26日

します。

なお、

合には、

6 今 回の調査対象から軽姿勢は外れていますが、需用費tJつきこのような不適正経理が
|

行われていたとすると、捜査費についても、同様な不適
引経理が行われていたのではな
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その写しを下さい。

どのようなものがあるか教え

ことにした納入 ・支出関係書

理由は何だとお考えですか。

何かお考えですか。

当職宛て必着でお願いいた
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神会発第2017号

平成22年3月25日

神奈川県警察見張番事務局長

弁護士  鈴 木 健  殿

神奈)|1県警察本部

総務部会計課長

質問書に対する回答について

記

1及 び 2に ついて
^      平

成22年3月 19日付けでなされた情報公開請求に対する処分をもつて対応させていた

だきます。

3につV てヽ

.     イ ンクカー トリッジ、 トナー、上質紙、板 目紙等の紙類、ファイル、書籍、地図、ノ

ー ト、写真用紙、ゴム印、シュレッダー、テプラテープ、ボールペン、カッターマット、

電話機台、電池、 トイレットペーパー、ホフイ トボー ド、デスクマット、セロテープな

ど

4に ついて

これまでの調査において、私的流用の事実は確認 されていません。

なお、神奈川県職員等不祥事防止対策協議会不適正経理調査部会の平成22年2月 26日

付け 「不適正経理に関する調査結果報告書」においても、「県警職員が預け金から私的

流用したと認められる事実は確認できなかつた。」とされているところです。

5について

⌒       業 務のためであれば、ある程度会計原則に外れる処理をしても許されるとい う認識が

あったことなどが、今回の不適正な経理処理を招いた原因 ・背景として挙げられると考

えてお ります。

引き続き、職員の意識改革を行 うと共に、神奈川県職員等不祥事防止対策協議会から

の提言を踏まえ取 りまとめられる再発防止策を徹底 してまい ります。

6ヤこつV て`

捜査費については、毎年度、厳正な会計監査を計画的に実施 しているところであり、

引き続き、会計監査の充実強化を図りながら、適正な会計経理を徹底 してまい ります。
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